
改訂版 木造建築物解体作業の安全 №133501 

＜新旧対照表＞ 改訂 3 版（令和４年９月 20 日） 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 

※参考等の法令改正は引用先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。 
 

（旧版） 改訂２版（平成３0 年１０月２６日） （新版） 改訂３版（令和 4 年 9月２０日） 

[ 表記・用語の統一 （例：職場→事業所 など） ]  

今回の修正では表記・用語の統一はありません。 
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（旧版） 改訂 2 版（平成 30年 10月 26日） （新版） 改訂 3 版（令和 4 年 9月２０日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

18 ９行目 特に、石綿含有建材の使用の有無は、建材の

製造時期及び目視、設計図書等により調査し、

判断できない場合については、サンプリング

して分析することが、石綿障害予防規則で事

業者に義務付けられている。 

18 ９行目 特に、石綿含有建材の使用の有無は、建築物

石綿含有建材調査者講習修了者が（令和５年

10 月より義務化）、建材の製造時期、設計図

書及び目視等により調査し、判断できない場

合については、サンプリングして分析するこ

とが、石綿障害予防規則で事業者に義務付け

られている。 

18 下から

３行目

以降 

（石綿の除去方法等については、建災防発行

の「【新石綿技術指針対応版】石綿粉じんへの

ばく露防止マニュアル」を参照し、「石綿取扱

い作業従事者特別教育」を修了した作業員が

手順通りに除去作業を行う。） 

18 下から

２行目

以降 

（石綿の除去方法等については、建災防発行

の「建築物等の解体・改修等工事におおける

石綿作業主任者技能講習テキスト」等を参照

されたい。） 

（上記の赤字、「おおける」は「おける」の誤

り、文末の「 ) 」は次回追加・修正します） 

18 表 2-2 （右記、下線部を修正） 18 表 2-2  

  

22 １行目  ⒝  石綿含有建材の撤去については、建災

防発行の「【新石綿技術指針対応版】石綿粉じ

んへのばく露防止マニュアル」を参照するこ

と。 

 

 

22 １行目  ⒝  石綿含有建材の撤去については、建災

防発行の「建築物等の解体・改修等工事にお

ける石綿作業主任者技能講習テキスト」を参

照すること。 
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（旧版） 改訂 2 版（平成 30年 10月 26日） （新版） 改訂 3 版（令和 4 年 9月２０日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

23 下から

３行目 

なお、基礎コンクリート等を解体用つかみ

機で解体することは、用途外使用となるので、

ブレーカまたはコンクリート圧砕機等を使用

しなければならない。 

23 下から

３行目 

なお、基礎コンクリート等を解体用つかみ

機で解体することは、用途外使用となるので、

ブレーカまたはコンクリート圧砕機等を使用

する。 

24 ９行目 併用工法による分別解体の手順①〜⑥は、手

作業の場合と同じなので、それ以降の手順を

示す。 

24 ９行目 併用工法による分別解体の手順①〜⑥は、手

作業の場合の手順①〜⑥と同じなので、それ

以降の手順を示す。 

47 イラスト （右記、赤枠を修正） 47 イラスト  

 

 

60 図 5-14 ⑥ 積載重荷は 1 スパンあたり 50 ㎏以下と

し、かつ、これを集中してかけない。 

60 図 5-14 ⑥ 積載重荷は 1 スパンあたり 150 ㎏以下と

し、かつ、これを集中してかけない。 

69 2 行目 なお、取扱い方法の詳細については、「チェー

ンソー以外の振動工具の取扱い業務に係わる

振動障害予防対策指針、振動工具取扱作業テ

キスト（建設業労働災害防止協会発行）」を参

照されたい。 

69 2 行目 なお、取扱い方法の詳細については、「振動工

具取扱作業の管理（管理者用テキスト）」及び

「振動工具取扱作業の知識（作業者用テキス

ト）」を参照されたい。 

72 図 5-23 （右記に修正） 72 図 5-23  
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（旧版） 改訂 2 版（平成 30年 10月 26日） （新版） 改訂 3 版（令和 4 年 9月２０日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

73 13 行目 石綿を使用した建材の除去・解体作業にあ

たっては、「【新石綿技術指針対応版】石綿粉

じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働

災害防止協会発行）」を参照されたい。 

73 13 行目 石綿を使用した建材の除去・解体作業にあ

たっては、「建築物等の解体・改修等工事にお

ける石綿作業主任者技能講習テキスト」を参

照されたい。 

77 下から

9 行目 

防じんマスクについては、規格が定められて

おり、国家検定製品でなければ使用してはな

らない。 

77 下から

9 行目 

防じんマスクについては、規格が定められて

おり、国家検定品でなければ使用してはなら

ない。 

111 下から

5 行目 

５〜10 の４ 省略 111 下から

5 行目 

４の２〜 10 の４ 省略 

112 12 行目 21 の２〜 38 省略 112 12 行目 21 の２〜 36 省略 

37 石綿障害予防規則第４条第１項に掲げ

る作業に係る業務 

38 省略 

113 別表 

第３ 

（右記、赤枠を追加） 113 別表 

第３ 

 

 

 

 


